
1.60% 1.60% 1.50% 1.50% 1.80%

※上記提携金融機関からの融資となりますので、金融機関とご相談の上お申し込みください。

令和7年4月　羽生市商工課作成

武蔵野銀行羽生支店 （☎561-1151）

埼玉縣信用金庫羽生支店（☎561-3121）

東和銀行羽生支店 （☎561-2611）

群馬銀行羽生支店 （☎562-2001）

問　合　せ　先

羽生市　経済環境部　商工課　☎048-560-3111

提　携　金　融　機　関

埼玉りそな銀行羽生支店（☎561-3111）

足利銀行羽生支店 （☎561-2151）

お申込み～融資実行までの流れ

申 込 者

金 融 機 関 市

信 用 保 証 協 会

◇市では、羽生市制度融資について、利子の一部（年0.4％）を補助しています。

①申込み

②事業実態、資

格要件等確認
③融資依頼

④業績内容

等審査

⑤審査・保証承諾

⑥融資実行

羽生市では、市内で事業を営む中小企業者の資金需要円滑化を図るため、各種融資

制度を設け、市・金融機関・埼玉県信用保証協会との連携により、金融機関を通して融

資を行っています。

◇お申込み～融資実行までの流れ◇



羽生市では、市内で事業を営む中小企業者の資金需要円滑化を図るため、次のような各種融資制度
を設け、金融機関を通して融資を行っています。

・倒産企業と取
引を有する業暦
2年以上の市内
中小企業者（倒
産関連貸付け）

・業暦2年以上
の市内中小企業
者（景気対策貸
付け）

用途 運転 設備 運転 設備 運転 設備

限度額 1,000万円 1,000万円

期間(据置)
7年

（1年）
10年
（1年）

7年
（1年）

10年
（1年）

5年
（1年）

10年
（1年）

貸付利率 1.5％ 1.8％

保証人の有無

担保の有無

信用保証の有無

保証料率

※融資については金融機関及び信用保証協会の審査により実行されますので、申込み要件を満たしてもご希望に添えない

　場合があります。ご了承ください。

納税証明書については、納税されているすべての項目が対象です。

中小企業経営安定資金貸付

11年
（1年）

【法人】
保証協会の定めによる

【個人】
不要

不要

【法人】
保証協会の定めによる

【個人】
不要

1,250万円 2,000万円
2,000万円

組合5,000万円

制度融資必要書類一覧 ○：必要　▲：場合により必要

普通貸付保証制度
特別小口無担保無保

証人保証制度
中小企業経営近代化

資金特別貸付

利子補給率 ０．４％

必要により 不要 要

1.6％ 1.6％ 1.5％

融資対象
・業歴６か月以上の
市内小規模事業者

・業暦1年以上の市内
小規模企業者
・市県民税の所得割
（法人は法人税割）が
あること

・業暦2年以上の市内
中小企業者

融
資
条
件

設備

保証協会の設定する額

【法人】
保証協会の定めによる

【個人】
不要

必要により

有


